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－方法論と可能{ｌｋ－

和田幹彦
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（１）「法」の新たな定義

（２）動物（特に社会性動物）における「法」の存在
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｢法と進化生物学」・「法と進化心ｌ１ｌ１学」序論（２）（f[ⅡU）

第１部法と自然科学の新たな接点(承前）

第１章法とは何か－「法」の多様な定義（承前）

第３節「法」の新たな定義一作業仮説（承前）

（４）本稿における課題の確認一「法」の新たな定義の妥当性の論証

ここで，本稿における課題を今一度，確認しておきたい。本稿の冒頭（と，本

節(1)）にも述べた通り，本稿ではヒトの「法」を：

「(3)生物としての動物の一例としてのヒトの，進化に基盤を持つ，広範囲で，

かつ成文律・不文律を問わない，ルール・行為規範であり，違反した場合に何ら

かの制裁を伴うもの」

と定義している。「法は，進化に基盤を持つ」と定義した以上，この定義の下で

は，本稿の冒頭に掲げた通り：

「(1)［…］法の「法源」の大きな一つは，「過去約７００万年のヒトの生物とし

ての進化的基盤」にある。

（２）「法源」の［…］旧来言われてきたよりもより多くを，ここ［ヒトの進化

的基盤］に求めることが可能である｡」

となるのは，単純に論理的必然である。しかし，本稿の課題は，この（｢言葉の

遊び」とも言えるような）論理的必然性を示すことではもちろんない。本稿冒頭

で，他ならぬ（１）（２）（３）の順序で，上記の論旨を述べたとおり，「(1)「法源」

の大きな一つは，「過去約７００万年のヒトの生物としての進化的基盤」にある」

こと，および「(2)「法源」の［…］旧来言われてきたよりもより多くを，ここ

[ヒトの進化的基盤］に求めることが可能である」ことを本稿では論証したい。

換言すれば，法の新たな定義，ことに「法は，進化に基盤を持つ」点を論証する

ことができれば，同lMj並行的に（１）（２）の新たな法源論を維持することができ，

３ 
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かつ（３）の定義の妥当性を立証することができる，というのが本稿の企図であ

り，新たな課題である。

本節においてももちろんであるが，次節以降，また次章以降と，第２部におい

ても，まさにこの課題に取り組んでいく。本節(1)，「図l」の集合Ａ＝「[旧

来から論じられてきた］法・法律」と，集合Ｂ＝「｢法」の新たな定義」の図を

もう-度想起して頂きたい。本節（１）で既に述べたように，Ａの一部分がＢの

定義から外れてしまうのは十分に自覚している。しかし，集合Ａ＝「[旧来から

論じられてきた］法・法律」の，従来考えられてきたより，はるかに多くの部分

が，「進化に焚盤を持つ」のであって，集合Ｂ＝「｢法」の新たな定義」と重な

ることを，本稿では論証したいわけである。すなわち，本稿の目的到達の成否は，

集合Ａと集合Ｂとの「距離」がいかに近いか，この二つの集合の「ずれ」がい

かに小さいかを論証できるか否かにかかっているといえよう。

第４節補論一「文化（culu'1℃)」の新ﾌﾟﾆな定義

本稿の主たる目的ではないので詳論はしないが，過去においては，ヒトとそれ

以外の動物を分かつメルクマールとして，道具使用の有無，火の使用とコントロ

ールの有無，道徳』性の有無，文化の有無，言語の有無，宗教の有無，そして法の

有無も，（あくまで例示的にであり，網羅的にではないが）挙げられてきた。こ
（56）（57） 

れらのうち，道具使用については，一部の霊長類と鳥類が道具を(西用することが

すでに判っており，メルクマールとしては否定されている。本拙論では，さらに

進化論の観点から，道徳性，文化そして法も，一部の動物には[ﾘＩらかに備わっ

ており，かつそのことを手がかりとして，ヒトと－部の動物の間の共通の進化的

基鍍があることを論証していきたい。そして実際に，この中でも，「文化」や

｢法」については，これらの概念のより深く適切な理解のためにはその定義を変

え，微調整することで，動物にも，文化や法が存在することが論証できると，一

部の霊長類学者とともに，筆者・ドⅡ田は考えている。（ちなみに，火の使月)とコ

ントロール，言語，宗教は，現在でもヒトのみに見られる現象であると各分野の

専''11家の間では考えられていることを付言しておく。）

４ 
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「法と進化生物学」・「法と進化心FM学」序論（２）（『|]}H）

本節でも，以上のコンテクストの｢|'で，あくまで補論としてであるが，文化

(culture）の新たな（暫定的）定義と，ヒトのみならず，動物にも「文化」があ

ることが，すでに霊長頬研究者の大半には受け入れられていることを確認してお

きたい。その目的は，一部の動物にも「法」があることのいわば傍証として，動

物にも（すでに論じた）道徳性と並んで，文化が存在することを挙げておくこと

である。

（１）「文化」の新たな定義一文化人類学からの解放

「文化」は過去においても様々に定義されてきた。（以下，本節はあくまで「iili

論」であり，本稿の主目的ではないので詳細．多岐にわたっては論じないことを

あらかじめお断りしておきたい｡）特に，まずは文化人類学の分野において，上
（58） 

トの文ｲﾋが研究対象とされたため，この分野での定義が当然試みられた。その後，

文化人類学の研究方法論は，〈観察者としての文化人類学者が対象の人的集団

(の価値体系，行動体系，象徴体型などに代表される文化）を，主観的な観察に

基づいて叙述しただけではないか？〉と，疑義が差しはさまれるようになる。

(対照的に，例えば，社会心1111学では，仮に対象や目的を文化人類学的研究と同

じくする場合でも，「客観的な」データとその蓄積により，論証を試みている，

という点がより高く評Iilliされる傾向にある，といえよう｡）こうして疑義が呈さ

れたことと直接には連動していないにしても，間接的な連動として，「文化」の
（59） 

定義が文化人類学から解放される傾161を生みだした。特に，文化を「ミーム」と
（60） 

して定義する議論は記↑意に新しいところである。

本稿において重要な論点は，文化の定義が，文化人類学から解放され，より

｢開放」的なものとされたことである。暫定結論から言えば，現在，進化生物

学．進化心理学の分野では，「文化」という川語は，ヒトや動物の行動の「地域

差」を言い表す際に用いられている。加えて，（仮にヒトにも動物にも）遺伝子

による行動の規定があるとして，そうした行勅の規定からは自由に，すなわち先

天的にではなく，後天的に習得された行動パターン（その多くは地域によって差
（61)(62） 

が生じる）に言及する時に，「文ｲﾋ」という用語が使われる。

５ 
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（２）動物（特に社会性動物）における「文化」の存在

さすれば，動物，特に霊長類の一部（たとえばチンパンジー）を始めとする社

会性動物，すなわち集団で社会を形成し，一定の集団内のルールに基づいて生活

している動物において，そのルールや行動パターンについて，地域差が観察され

る時には，これを「文化」として言い表すことになる。実際に，文化という用語

はそのように使われている。その早い例が，ハーヴァード大学の著名な霊長類研
（“） 

究者（近年は人間行動学にも立ち入って論じている）であるRichal･(IWrang-

hamほかの編集による，1994年に刊行された，Ｃﾉli"】ﾉ〕α"ZeeCMﾉｔｌ"でｓ［『チンパ
（61） 

ンジーの諸文ｲﾋ』］という論文集である。本書では，過去において野生のチンパ

ンジーが観察・研究された場所がアフリカ大陸内でも４５カ所に及ぶことが，ま
（65） 

ず冒頭の地図で示されている。その上で，本書全般をj、じて，例えば，同じアフ

リカ大陸内でも，同や地域の異なるチンパンジーの行動（パターン）には差違が
（66） 

あることが}明らかにされ，これは「文化」の差である，ととらえられている。

さらに例えば，既に本稿で何度も名前の挙がったドゥ・ヴァールは，この

CﾉＩＩＢﾉｱDpaﾉ,zeeClMtl〃esの中で，まず，共著者のRic}lar〔1Ｗ､Wrangham，Ｗ．Ｃ．

McGrew（マイアミ大学教授の著名な霊長類研究者）とともに，「『文化霊長類学

(c1llturalprimatology)」と名づけようとしている試みは，［文化の，従来］よ

り広い定義を要請する。それは，文化類似の，前文化的な，文化の原型的な発現

をも含む定義である｡」とし，「こうした包含的な定義は，日本の霊長類学者たち，

例えば1952年にすでに『文化』を「社会的に伝播される，調整可能な行動」と
（67） 

定義した今西［錦司］等のｌｌｌ１では広まっていた｡」と指摘する。

（確かに，今西錦司は，論文ではないが，「人間」という共著書の【'1の第二章

｢人間性の進化」（1952年）において既に，人間以外の動物の「カルチュア」の
（68） 

存在をnii提としていた)。

さらに，ドゥ・ヴァールは，は同じ共著課の中で，単独で著した部分で，「文

化／culい,1℃」の内包する意味（coImotation）として，「美術や音楽｣，「象徴や

言語」があろう，とまず論じる。そして「文化」は「自然」と対置されるもので

６ 
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「法と進化生物学」・「法と進化心理学」序論（２）（{１１田）

あり，「文化」により「自然」がコントロール下におかれると言われてきた，と

指摘する。しかし，「我々にもっとも近い霊長類すなわちチンパンジーとポノボ

から得られる示唆は，文化のヴァリエーションに隣接する行動の多様性の度合い

を明示するので，『人|Ｈ１の文化」と「lli1j物の|÷1然」というきれいな二分法は，完

全にひっくり返される」と彼は言'ﾘ)する。「猿たちの行動の多様性が，象徴や言

語に頼っているというのはあり得ないだろうという反論が前提としているのは，

人間の全ての文化的なヴァリエーションは象徴と言語を必要とし，ヒトと，他の

現存する近人類（homilloids）には認知上のギャップが存在するということであ

る。これは（結果的に）我々（論者）に，グループ内のヴァリエーションについ

て異なる説明を採用することを可能にする｡」と指摘する。そして，「第１に，確

かに，ヒトの文化のヴァリエーションは，言語に結びつけられ，言語に表わされ

ており，ヒトの文化の多くのＩｌ１Ｉ面はこの（言語との）結びつき抜きでは考えられ

ない。しかし，（文化の）ヴァリエーションの幾つかの側面が反映している，社

会化の実践（socializaLionpl､acLices）や，観察による学習は，言語を用いるこ

とはあるが，必ずしも言語が必須というわけではない。第２に，ヒトと大型類人

猿の間には，認知上の［システムや能力の］連続性があるという証拠は増える一

方である。本質的な差違が残っているのは，認めざるを得ないが，それは程度問

題に過ぎない，と感じる科学者がどんどん１Wえている。したがって，文化的な伝

播の一定のプロセスは我々上卜以外の種でも起こっている可能性を除外は出来な
（69） 

いのである｡」と結論ｲ↑ける。

ここで再確認しておきたいのは，ドゥ・ヴァールをはじめとするこの著書の共
（70） 

著者達（合計３５名）が，自分たちの研究分野と方法論（discipliI1e）の有１１]性．

有効性を主張したいがためのみに，「文化」の定義を勝手に窓意的に変え，霊長

類にも文化が存在する，とむやみに喧伝しているわけではない，ということであ

る。すでに述べたとおり，「文化」（や「法｣）についても，これらの概念のより

深く適切な理解のためこそ，その定義を変え，微調躯することで，動物にも，文

化（や法）が存在することが論証できると，彼ら霊長類学者（と法学者としての

繁者・ギⅡ田）は考えているわけである。

７ 
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法学志林第１０８号第１号

さらに，一部の動物にも文化が存在することを，より詳しく，広範に論じた新

たな論文集が，２００３年に公刊された，FransdeWaalとPeter'んTyackの共編
（71） 

と，この分野の専''１家の著者たち実に５２名による論文集，ＡﾉＩﾉﾉ)l(I/socinlcoノル
（72） 

此Ｘｊｔｙノi/Ｉｔｅﾉﾉige'1Ce,clMU(』/Ｗｌ"。iﾉldIiuidll(u/izedIsocietics［｢動物の社会的複

雑性：知性，文化と，個性的な諸社会｣］である。これは，前掲のｃ/ｌｉｍｐｎﾉ,zee

C((/(l"℃sよりはるかに新しく，動物にも存在する「文化」の新たな定義とその

概念の応用について，詳細に論じた論文集である。

まず，編者二人ＦｒａｎｓＢ.Ｍ､ｄｅＷａａｌとＰｅｔｅｒＬ・Tyackによる"Preface［前
（73） 

書き]”が，文化の新たな定義に軽く言及する。さらに，特に注['すべきは，第
（74） 

Ｖ部，“CulturalTransmission［文化の伝播]”である。第Ｖ部への前書きも，

｢文化の伝播」に関連して，マッコウクジラ，ムクドリ，ホシムクドリに言及し
（75） 

ているので，参１１日されたい。幸島（こうしま）のニホンザルの「芋洗い」文化の

伝播という，霊長類学者の間ではもっともよく知られている現象の日本での研究

と，ボッソウのチンパンジーに関する研究をも含む論文が，TetsuroMatsuza‐

ｗａ，“KoshimaMonkeysandBossouChimpal〕zees：Long-Tel･mResea1℃ｈｏｎ
（76） 

Cultu1℃inNol1humallPrimates”［松沢哲郎「幸島のニホンザルとポッソウの

チンパンジー：ヒト以外の霊長頬の文化についての長jUl的研究｣］である。より

注'二'すべきは，Ｗ・ＣＭＣ０１℃ｗの論文，“TelIDispatchesfromtheChiml)aIlzee
（77） 

C111tureWars'，［W.C.マクグルー「チンパンジーの文化戦争からの１０の特報｣］

であり，特に，Ｍ､C､McGrewによる`CllIu1reHasl1scape〔I［romAI1thro-
（78） 

pology”［｢文化は人類学から逃亡した｣］の項目を，文化が人類学から解放され，

霊長類学でも重んじられるようになったことについて，特に参照されたい。さら

に，クジラとイルカの文化の存在と，そこにおける"Culture''の定義に言及した

のが，HalWhitehea(１，“SocietyalldCultuI℃ｉｎｔ},ｅＤｅｅｐａｎ〔１０１〕enOcean：
（79） 

ＴｈｅSpermWhaleandOll1erCetaceans'，［ハル・ホワイトヘッド「深海と公海

における社会と文化：マッコウクジラとその他のクジラ目｣］である。最後に，

鳥類における文化の発見について，More(ＩｉｔｈＪ・West,AndrewＰ､King,ａｎ(ｌ

ＤａｖｉｄＪ・Wllite，“DiscoveringCultureillBirds：ＴｈｅＲｏｌｅｏｆＬｅａｒｎｉｎｇａｎｄ

８ 

Hosei University Repository



「法と進化生物学」・「i）:と進化心理学」序論（２）（｢111(1)

Develol)ment”［メレディス・』・ウェスト，アンドリュー・Ｐ・キング，デイヴ

ィッド・』・ホワイト「鳥類の文化の発見：学習と発達の役割｣]，「|]でも特に
（80） 

"Summary:ATestofCultureasaSocialF】I1tol､prise'，［｢サマリー：社会的事

業としての文化の検査｣］の項目に注目されたい。

（３）ヒトの「文化」と動物の「文化」一共皿項と差違言語に注目して

となると，前節の「法」と同様に，ヒトの「文化」と動物の「文化」の共通項

と差違はどこにあるのか，に注目しておく必要があろう。ここでも，決め手は言

語の有無となる。ヒトでも言語を用いなくとも伝承されていく（本節で述べた意

味での）「文化」は当然ありえるが，文化の多くは言語を（lいることによって

reinforce（補強，増強）され，伝承されることになる。その一方で，動物の文

化は，第４章・第５節でも論じるが，動物の持たない言語を介することはありえ
（81） 

ず，主に観察という手段で習得され，維持され，場合により(山の地域にも拡散・
（82） 

伝播していくことになる。

（さらに，本稿の主たる目的ではないので傍論として述べるに留めるが，ヒト

の文化には宗教を含めて考えうる，あるいは考えるべきである一方で，ヒト以外

の動物の文化にはさしあたり，現時点までの生物学，なかんづく動物行動学・動

物生態学などの研究成果では，宗教らしきものは発見されていない，という文化

の差異もあるであろう。なお，脱稿後，以下の敢要な発見を報道する新|)Ⅱ記事に

触れた：朝日新聞２０１０年４月２７［|夕刊第１０面に，「死んだ子背負うチンパンジ

ー弔いの起源？」である。この記事の電子版は，「チンパンジーに弔う心？

母親，ミイラ化した子を背負う」の見出しで}lttp://ｗｗｗ・asahi・com/Science/up-

date/0427/OSK201004260182.htmlで見ることができた。電子版による内容は，

以下のとおりである：

チンパンジーの母親が死んだ子どもをミイラ化するまで背負い続ける

例を，京都大学霊長類研究所の林美里肋教，松沢哲郎教授らのチーム

が同じ群れで複数観察した。ヒトが死者をとむらう行動の起源ではない

かとチームはみている。２７日付の米生物学誌に発表した。
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チーノ､'よ，西アフリカ・ギニアで野生チンパンジーの脈れの調査を

３０年以上続けてきた。ジレという名前のチンパンジーが1992年に病死

した２歳半の子どもを２７日間以上，2003年にも)iii死した１歳の子ども

を６８１三'''１l背負い続けた。同じ群れのBllの母親も死んだ２歳半の子ども

をl91111111Ii負った。

３例とも死体はミイラ化したが，母親は生きている時と|両１じょうに毛

繕いをし/こり，体に九かるハエを追い払ったりして，子どもに愛情を示

しているようだった。生きているときと背負い刀が述い，「死んだこと

は理解している」とチームはみる。

「ヒトが死者をとむらう気持ちも進化の過標で生まれた。死んだ子ど

もによりそうチンパンジーの行動に，その起源があるのではないか」と

松沢教授は話している。（瀬lll茂子）

［電子版の文言によると「死後１７日，ミイラ化した子どもを背負うジ

レー京那大議長類研究所提供」というジレの写真が，新ｉｌｉｌ記21A電子版

記事ともに，添えられている｡］

これについては，同じ内容の「１'１[I新聞」電子版記事に，（l/'111家・長谷川寿一教

授による以下のコメントが寄せられている（出典は：httI〕:ﾉﾉｗｗｗ､cIlunicI)i、

ＣＯ・jI)/article/I1atiollal/news/CK201004270200003`l｣ｌｔｍｌ）：

長谷川方一束京大教授（動物行動学）の話｜面1じ1l4lJ1の【'１で３例続けて，

チンパンジーの母親が死後の子どもをミイラ化するまで述んだという報

告はこれまでない。ただし，ミイラ化した子どもの迦搬は，ニホンザル

などでも報告されており，これが文化的な行動か，あるいは人lMlの弔い

に通じるのかについては，他の霊長類との比較も含めて，データの蓄積

が待たれる。

ここで峻別すべきは，仮にこのチンパンジーの行動が，人lIllや動物の「｢i)いの起

源」であるとしても，それはl1llllIIには，動物における「宗教の起源」とはならな

い，という点である。いうまでもないが，宗教を信じないUlli物主義者の人間も，

無宗教式で葬式をあげることはある。主として「生まれる前の世界」や「死後の

10 

Hosei University Repository



「法と進化生物学」・「法と進化心理学」序論（２）（和[H）

世界」を想定するのが「宗教」か否かの決め手となる特徴である。今回の研究成

果も，チンパンジーが「死後の世界」を想定している論証にはならない。以上の

理由を以て，今次の発見は，筆者・和田の前述の，動物には「宗教らしきものは

発見されていない」という暫定結論を揺るがすものではない，と結論づけたい。

なお，今回の発見をした研究チームの１人で，朝日新聞の記事に名が挙がってい

る林美里肋教は，今までも京都大学霊長類研究所で飼育されているチンパンジ

ーの行動についても，優れた研究成果を発表してきた俊英である。今後の林美

里肋教のご研究成果に期待したい｡）

第２章「法と進化生物学」序論

本・第１部の第２章以降では，後述の自然科学分野について，馴染みの浅いで

あろう法学者の読者を念頭に置き，いわば「学界展望」として，「進化生物学」

｢進化心理学」に重点を置きつつ，さらには「行動遺伝学」「脳科学・神経科学」

｢進化倫理学」それぞれの分野で，いかなる新たな知見を含む研究が多々現れて

いるかを，まず紹介する。そして最後に，そうした新たな知見をスターティン

グ・ポイントとして，法学とのクロス・オーバーの学際分野で，どのような展望

が開けてくるかを各セクションの末尾に筆者が付力Ⅱ的に論じる，という段取り採

る。

第１節進化生物学とその発展

（１）ダーウィンの進化生物学とその発展一自然淘汰（自然選択）・性淘汰

(性選択）

序章・第３節でも簡単に触れたが，ダーウィンが提唱した進化生物学は，近年，
（83） 

自然選択に力Ⅱえて，性選択の研究が進み，より－１岡の発展をみている。進化生物

学そのものを論じるのは本稿の目的ではなく，あくまで「法と進化生物学」とい

う学際分野で，いかなる新たな展望が開けるかを主眼におくため，進化生物学の
（84） 

新たな発展についても略記するにとどめるが，Ｍ１選択についてだけでも，
（85） 

1930年に「ラン・アウェイ仮説」が発表されて以後も，1975年力､ら1984年のわ
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（“）（87） 

ずか１０年足らずの'''１に，「ハンディキャップ''１１論」・「メスによる選り好み」・「精
（88） 

子'''1腕争」といった新たなnM論や仮説が次々と発表されている。こうした｢'1でも，

本稿の主題である「狭と進化Lli物学」の観点からは，｜:|然選択・性選択双方の点
（89） 

で，進ｲﾋ生物学の』《礎をなす「Illl緑度」「適応度」「包lili適応度」はいうまでもな

く，さらに，「互恵｢|ﾘ利他行動」「近親婚の|回l避」「配偶者防衛」「父Ｉｌｌｉの確信・確
（90） 

息忍」などが重要となる。

さらに，序章・第３節の注（11）ですでに述べておいたが，進化生物学でも，

直近になって，1970年代前後にWiUiam｝Ialniltoll,Rol)el､tTriversらによって

築かれた基盤に一定の疑義が呈されるなど，新たな進展が見られる。例えば，ハ

ミルトンが提唱したI(１１緑度・適応度・包括適応度は利仙行動を説明する上では敢

要であった。しかし，2009111に人って，イギリスのRatllickS＆Wcllsoleersが

以下の注目すべき論文を専Ｉ１ｉｌ誌７ﾘﾉＰ"dIsi'1〃ＣＯ/ogy＆ﾉｸuomtio〃（略称ＴＲＥＥ）

に書いている:"AItruismillinsectsocictiesandl)eyon(I:voluntaryol.eﾙ
（91） 

f０１℃c('?，，［｢昆虫とそれ以外の諸社会におけるｲ||他行動：'二１発的か，統Ilillされた

ものか？｣]。これは端的に言えば，今まで自発(l(]だとされていた「利他行動」が

｢統制」されているのではないか，という疑''１１を呈したものである。序章．第３

節のiiF1：（１０）で既述の通り，“(Pllfo1℃ed”となると，「法」という観点からも看過

できない。それのみならず，この論文は，脊椎動物の，さらにはヒトの社会にお

ける利他行動の強制についても論じている。今後の進化生物学の新たな発展を占

う」二でも，このRatllieks＆Ｗ〔)I1seleersの研究は，注'三'すべき見解であり，こ

れ以後のその趨勢から|]が離せない論点を提示したといえよう。

（２）ダーウィンの「'21然淘汰論（選択論)」と木村賢生博士の「[|]立進化論」

(1968年発表）－iillj立か，対立か？

ここで一点留保しておきたい。進化生物学は確かに発展しているのだが，その

[|,で，ダーウィンの11M論に異が01二|えられる局i1liも表れてきている。

その一例として，木村資生（きむら．もとお）博士の進化の「中立説」（1968
（92） 

年にMIt,"℃誌に発表）の位ＩＩＴづけについて，これをlliにダーウィンの進化生物
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「法と進化生物学」・「法と進化心理学」序論（２）（和Ｈ１）

学を補強するEM論ではなく，ダーウィンが強調した淘汰論（選択論；日本語の用

語は異なるものの，原語は"selection，'で同じであり，［1本譜でも意味するとこ
（93） 

ろは結局'百]じである）に対立する理論として注目する，斎藤成也教授による主張
（91） 

をあげておきたい。

これを要すれば，〈(ダーウィンはその存在を知らなかった）過伝子の変異は，

選択圧の下で，選択されて進化する（つまり立ち現れて，残る）か，淘汰されて

消える〉とするダーウィンの選択論（淘汰論）に対して，木村資生の理論は，単

にく遺伝子の変異は一定の方向性を持つことはなく，（ある特徴が）立ち現れ，

残る，すなわち進化するかどうかとは無関係に，起こる〉というにとどまらず，

<実際にみられる遺伝子の変異の大半は，選択圧（淘汰圧）とは無関係に，選択

も淘汰もされることはなく，中立的に存続する〉というものである。

ダーウィンの|と'然淘汰論を基礎に据えた進化論の有効性を検証する上で，今後，

その決着に注目すべき論点であろう。

第２節「法と進化生物学」の可能性

詳しくは，第２部・第１章で，「法と進化生物学」の実例と検証，その可能性，

その限界について述べることになるが，ここでは序論として，簡111にその可能性

に触れておきたい。

進化学の繋礎は，なんと言っても進化生物学にある。そして，本稿における

｢ヒトの法」の定義は，「生物としての動物の一例としてのヒトの，進化に基盤を

持つ，広範囲で，かつ成文律・不文律を問わない，ルール・行為規範であり，違

反した場合に何らかの制裁を伴うもの」である。となれば，ヒトの「生物として

の進化に基樅を持つ［…］ルール・行為規範」を，これを解}ﾘ1する手段としても

っとも期待されるのは，やはり進化生物学である。あえて言えば，「法と進化心

理学」は「法と進化生物学」の延長上にある応用編と位置づけることができる。

ここで期待される可能性としては，まずこれを３段階に分けることができよう。

（１）1960年代から1970年代にかけて確立された，「進化生物学」の埜礎理論

の応用として，「ヒトの法」の法源を探る。
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具体的例をあげれば，WilliamHamiltol1（ウィリアノ､・ハミルトン)，Ｉ(ob‐
（95） 

c1,t'l1rivers（ロバー|、,トリヴァース）らによる，「lllI縁度」「(包括）適応度」

の理論に基づく，「ⅢNII的利他行動」がヒトの行11功に見られるようにいたった進

化的基艦を解lﾘ1し，それが「ヒトの法」にいかに反映されているかを究{ﾘＩするこ

とである。

（２）（１）の基礎El1論の下に構築された，応111理論を111いて，実際に「ヒトの

法」・法律に出現している「近親婚の回避」「配偶者防衛」「父性の確信．確認」

など（第１筋参１１((）の"そ源を，ヒトの進化的基雛に探ることになる。

（３）さらに，（１）（２）の応111として，実際に，［1本の家族法を実例にあげつつ，

実定法における具体的な解釈論に，「法と進化生物学」がいかに応111できるかを

示していきたい。具体的には，第２部・第１章であげるが，例えば，「離蜥後扶
（96） 

謎」の'１(}処付けについて，「法と進化生物学」の手"iを111いて，新たな説を提示

する。

第３節「法と進化生物学」の使命と限界

「法と進化生物学」の使命は，本稿の冒頭に述べたとおり，法の「法源」の大

きな一つは，「過去約700万年のヒトの生物としての進化的）,《盤」にあること，

｢法源」の|[1来言われてきたよりもより多くが「ヒトの進化的基徽」に求められ

るを実証することにある。

ｌｒｉｌ時に，その限界としては，本第１部・第１章・第３筋．（１）の図ｌを想起し

ていただきたい。このｌＸ１で示したとおり，現代の法学で通例として論じられる

｢i"法律」と，本稿の「(ヒトの）法」の定義内容は，完全には一致しない。こ

のことからもⅢ}らかなとおり，現在，「法・法律」と呼ばれるもの（災合八）の

内，新たな「ヒトの法」の定義の範囲（集合Ｂ）から除かれる部分（の"〈源）に

ついては，何ら論証を試みることはしないし，できない。

これは例えば，よく言及される例であるが，「]|〔は右'''1通行か，左０１１１通行か」

について，「どちら('''１jllj行かを決めて，運転者・jllj行人に及ぶリスクを岐小ｌｌｌに

する」ことは，水稲の「ヒトの法」の定義内に入る。しかし，それが「右11'|」な
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「法と進化４１:物学」・ｱﾌﾞﾉiと進化心理学」序論（２）（{Ⅱ[１１）

のか「左０１１」かなのかは「法↑三'1」で決めるべきIIi要Zli]ｎであるが，本稿の「ヒト

の法」の定義からは外れる。

「法と進化生物学」の使命とllM1lは，おおむね，こうした諸点にあると本稿の

この時点では理解していただければよい。詳細は，第２部・第１章に譲る。

第３章「注と進化心理学」序論

第１節進化生物学とその近年のめざましい発股

（１）「`1枚カード問題」における，CosmidcsのiiIjilO1的業繍

進化生物学とその近年のめざましい発展を象徴する研究成果を，ここで挙げる。

進化心11M学ではすでにあまりによく知られたｌｌ１１題かつ業繍であるが，法・法学と

も深い関係を有するがゆえに，まずは，いわゆる「４枚カード問題」（厳密には

"TheWasonCardProblem,'，｝]本譜では「ウェイソン選択課題」とも呼ばれ
（97） 

る）における，Cosmi(1(〕ｓのimlWl的業績について，iiW11iに解説しておきたい。
（98） 

このＵ｢究において，端的に言えば，Cosmi(ICSは，と卜はくルール（例えば

法！）に対するルール述反者，「裏切り者』検知において，特別に優れた能力を

示す〉ことを実証したのである。

ハーヴァード大学の院生であったコミスデスは，同大学の先輩であるロバー
（”） 

ト・トリヴァーズ（l(obcl､t'1,,．ive１．s）の理論に大きな影響を受け，ヒトの社会契

約の（進化）生物学的),ＭＨ【とそれに適応した心}M1メカニズムについて考察した。

トリヴァーズが論じた「互恵的利他行動（1℃cil)rocalaltrllism)」の成立条件で

非常に迩要なのは，恩恵を受ける一方で，お返しをしない個体を見抜くことがで

きる，そしてそのようなl1l1体を排除できるということである。利他行動の貸し借

り関係を言い換えると，コストを払った者だけが受益者になれることである。コ

スミデスはこれこそが社会契約のﾉﾊ本原理だと論じた。彼･女の研究がユニークで

あったのは，社会契約が維持されるためには，こうし/こ裏切り者をいち早く発見

するような「心理メカニズム」を持つように，強い選択（iMU汰）が働いてきたと

考えたことである。ヒトが互恵的な社会的動物である以上，ヒトには社会契約を
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守らない「裏切り者」を鋭敏に検知する適応機|肺が(＃|わっているはずだという子

ｉｌｌＩｌを彼女は立てたのである。

“TlleWasollCal･ｄＰｌＵｂｌｃｍ''とは，「ＰであればＱである」という命題の真偽

を確かめるために，並べられた４枚のカードのどれを裏返したらよいかを|M1う，

iiii鐸的推論の課題である。結論から言えば，Ｐ（真）と，not-Q（対偶）を選択

することが求められる。つまり，「ＰであればＱであること」を確認することに

力Ⅱえて，「ＱでないものがＰと対応していないこと」を調べる必要がある。

コスミデスは概略，次のような実験を行った。（図３参照）

（a）まず，表・裏のある`１枚のカードをilliべて，表面にはABC…のアルフ

ァベットが，裏面には１，２，３の数字が記されていることを被験者に税lﾘ}し，

｢カードの表が母音ならば，９１１は偶数である」という命題の真偽を確かめさせた。

そこで，例えば：「Ａ」「Ｋ」「4」「7」という`1枚のカードを並べて，どのカード

をめくれば，命題の真偽が確かめられるかを実験した。正答は，「Ａ」と「7」を

めくることである。しかし，結果は，大学生においても，平均正答率は１０数％

であった。

（b）次に，「ビールを飲んでいるが年齢が分からない者｣，「コーラを飲んで

いるが年齢が分からない舌｣，「24歳だが(111を飲んでいるか分からない者｣，「１６

歳だが何を飲んでいるか分からない者｣，４者を並べて，「ビール（などのアルコ

ール飲料）を飲んでいるならば，２０歳以上である」という命題の真偽を確かめ

るためには，何をチェックしたらよいかを試みさせﾌﾟこ゜正答は，「ビールを飲ん

でいるが年齢が分からない者」の年齢を調べること，および「１６歳だが何を飲

んでいるか分からない者」が何を飲んでいるかiiMlくることである。この問いでは，

正答率は（|同]じ大学生で）一挙に60-70％まで急上昇.した。

注目すべきは，論理的な'１１１題としては，（a）と(1)）は全く同じ問題であり，

論理的思考のみが必要とされるならば，正答率はｌｎ１じとなるはずだ，という点で

ある。コスミデスは，それにもかかわらず'１１審率に大きな差がＩ|}る点に注目した

のである。

従来，この文脈・現象は，｜|Ｉ題へのなじみ深さ（たとえばアルコールを飲むこ
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「法と進化41K物学」．￣法と進化心理学」序論（２）（il1Ⅱ]）

とと年齢のルール）あるいは実川('(]許可の文脈によってL'乱じると説明されてきた。

それに対してコスミデスは，正答率が上がるのは,それが「社会契約課題」だか

らであり，とりわけヒトが裏切り背を鋭敏に検知する心ｌ１ｌ１メカニズムを(iliiえてい
（100） 

るからだと考えた。詳論は避けるが，彼女は,解容者が馴染みの薄いIMI題でも，

社会契約の文脈を付j,,,するとｊ１ｉ溶率が高くなることや,前'}&と許可からなる課題
（ＩＯＤ 

でも，ネ,:会的文脈が与・えられた場合のみ，正答率が高くなることを示した。

Ｐ Ｑ ｎｏｔ－Ｐｎｏｔ－Ｑ 

】幽囚函西
皀
配

函亘い）

１１)） 

その後，オーストリアのザルツブルク大学所属の認知科学者GerdGigcl･cI1zer

(ゲルト．ギゲレンツァ）らは，同一の４枚カード|Ｍ１題において，誰が受益者と

なるかを変化させることによって，コスミデスらの社会契約説を支持する実験を

行った。まず，馴染みのiWiい社会契約についての追試験を行い,その上で,「会

社から，過去の被雇111者が年金を受け取るためには，少なくともその会社で’0

年間働いていなければならない」という命題について，当理|i者が社会契約を守っ

ているかどうか（裏切っていないかどうか）を確認するという点では，コスミデ
（102） 

スの研究結果と基本的に一致する結論を導きⅡＩした。

さらに，日本の大学Lliを対象に忠実に追試された結果は，コスミデスの実験結
（103） 

梨をおおむね支持するものであった。

ここで強調したいのは，進化の過程において，〈ヒトには社会契約を守らない

｢裏切り者」を鋭敏に検知する適化i機構＝心､11メカニズムを備えた〉ということ

は，ヒトにおける法の成立において，重要な必要条件であったことがlﾘIIL1だ,と

いうことである。この意味で，コスミデスの実験とその結果は，「法と進化心理
（ＩＯＤ 

学」にとっても重要な意義を持つものである｡
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法学志休第108号第１１｝

（２）留保と疑義-2009｛ｌｉ度のＨＢＥＳの全体会議でのSteams教授の発表

もっとも，ここで，進化心]]|!学の成果について，疑義がないわけではないこと

にも言及しておきたい。筆者も参加した，2009(|樅の国際学会HumanBehaviol・
（105） 

＆lDvolutionSociety（Ｈ|〕|')S）の全体会議（PIcnlll､y）でのStephellStea,．ns教

授（I】dｗａｒ〔IＰ､BassProfessorofEcologyalldlI】volutioIlal･yBiology,Yale

University）による"Ａ1℃ＷｅＳｕｌｃｋｉｎａＭａｊｏｌ･'1､ransitioIlan〔ｌＦｅｅｌｉＩｌｇｔ１ｌｅ
ＯＯ６） 

1〕ain?”［｢我々は主要な転換１０１にあって痛みを感じているのか？｣］と題された

雄調講演（keyllotcad(11℃ss）で，Stel.ns教授は，「進化心理学が主張する学Ｉｌｌ１

的成果については，あまりに仮説的なものが多く，疑義を差しはさむ余地があ

る」と明言している。

確かに，Sterlls教授の疑ｌＩＩｌのとおり，コスミデスらの議論は，一応説得的で

あるが，脳科学の立場からいえば，脳のどの機能が彼女たちが主張する（たとえ

ば）検知能力を補佐しているのか，というところまでは分かっていない。また，

こうした検知能力の，至近的11;〔lklと究極的原|Alのil11i者の解明が可能か，という疑

lMlも残る。この点については，コスミデスは，同じHBlqSの佃Bllセッションで

の発表も含めて，最近時には，脳の働きを「モジュール（module)」として（こ

れを一種の比嗽と理解するか，将来的に脳科学的に実証可能な脳のメカニズムと

して理解すべきかは一旦Ｉｌｉ〈として）説明することで，自説や，進化心理学全般

の信懇性の裏打ちを，より一liYi強調することを試みている。（詳細は，すぐ後述
（107） 

ず．る｡）

（３）「ティンパーゲンの`1つのなぜ」と進化心ml1学に呈された疑'''１

進化心理学に呈された/【&近l1fの疑義を確認するために，本稿ではこの段階で，

進化論の発展上，きわめてIli要であった，いわゆる「ティンバーゲン（Niko
qo8） 

TiIIgerben）の１mつのなぜ」について確認し，それを前提に，上記の疑義の意味

について考えてみたい。
（１０９） 

「ティンパーゲンの四つのなＵ:」とは，l973fliに11ﾘj物行動学のｉＩＩの１人として，

コンラート・ローレンツ（l(onradLorelUz)，カール・フォン・フリッシュ
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「法と進化生物学j「法と進化心理学」序論（２）（iⅡH1）

(KarlvonFrisch）とともに，ノーベル・医学・生I1I1学賞を受賞した，オランダ

生まれの進化生物学者二コ・ティンバーゲンが主張したことで，動物の行動につ

いては，４つの異なる「なぜ？」が存在し，動物の行動を真に解明するには，こ

の４つの相異なる「なぜ？」のすべては解明しなくてはならない，いうことであ

る。

その４つとは：

1．至近要因［直接要因とも訳される；ｉｍｍｃ(Iiatecause］：その行動が

引き起こされている直接の要因はなんだろうか［生理的，心理的，社会

的メカニズム］

2．究極要因［進化要因とも訳される；ulljmatecause］：その行動は，

どんな機能があるから進化して来たのだろうか。進化的にどのような意

味があったのか。［どのように適応的だったのか｡］

3．発達要因：その行動は，動物の個体の一生の間に，そのような発達

をたどって完成されるのだろうか。［どのようにして習得されていく

か｡］

4．系統発生要因：その行動は，その動物の進化の過程で，どの祖先型
（110） 

からどのようなj道筋をたとって出現してきたのだろうか。

文献上は，現時点ではまだ特定しえないが，前述のStcal､ns教授が最近時の

国際学会で，進化心理学に対して呈した疑問を，本稿で「進化心理学」を大きく

取り上げている筆者としては真剣に受け止め，この疑問の位置づけを行いたい。

簡潔に言えば，Sternｓ教授の疑問は，〈進化心理学の「発展」の名の下に論じら

れている最近の多くの問題と，そこから引き出されているかに見える「結論」は，

まだ未熟（premature）である〉ということであり，その主張の根拠を探れば，

<進化心理学が，上記の「４つのなぜ」のうち，「2．究極要因」と「4．系統発生

要因」［この２つを広義の「究極要因」とまとめて呼ぶこともある］とを根拠と

して，１１１１由づけられ，結論を導きlllしているのに対し，「1．至近要因」および
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法学志休第108号鋪１号

｢3．発達要因」［この２つを広義の「至近要'八|」とまとめて呼ぶこともある］に

よる、!}'1付け，換言すれば，今ここで手にliI(れられる（tangi})IC）データ・理[１１

を根拠に論証されている部分があまりに少ない〉ということに尽きるかと思われ

る。

これに対する，進化心1111学片のＩｌｌﾘからの､！〔接・間接の反応・反論としては，ま

さにSteflrI1s教授が指摘するとおり，今後は，広義の「究極要因」のみならず，

広義の「至近要因」のtallgil)ｌｃなデータのり(付けを基に，進化心理学の成果を

理論的にを根拠づけ，論証していこうという方向性であるとみえる。

実例としては，すでに前項の（２）で簡111に言及したが，近年，LedaCosmi(I‐

Ｃｓを初めとする進化心理学背は，人間の心Ⅲ川行動に結びつく脳の働きを，一

種の「モジュール（ｍｏ(lule)」としてとらえ，一つの課題に対してヒト（その他

の生物）が採る反応を決める際の脳の働きは，こうしたモジュールが複数，同時

的に機能して，秤えを出し，行l1iljに結びつけている，という考え方を提示してい

る。同[1$に，まだI),､ematul℃な段階ではあろうとも，脳科学の新たな知見を活

かし，広義の「至近要因」のtallgibleなデータの蓄積を|]指し，進化心理学の

成果を根拠づけ，論証しようという試みがある。

実例としては，J111iallLim,|)alliclSzlly(ＰＯＩ､,All(IrewW､Delton,'｢I]eresaE、

Robel､tsoll,Jol〕nTooby,Ｌｅ(I〔l()osmidcsにJくるSteal､ns教授の疑義提示と同じ
（111） 

ＨＢＩＵＳ２００９でのl｣頭発表，‘`TIlcl･oleofwcl｢al･etradeoH､l･aLiosin1℃cil〕rocity'，
（112） 

[｢互恵'11;におけるwelfaretl･a(ＩＣＯ(｢,．atiosの役割｣］で，筆者の手元控えでは，

発表したＬｅ(IaCosimidesは，人の脳を複数のモジュールの作用として捉え，

｢至近要因」のtaIIgibleなデータの蓄積により，この発表内容を論証しようとい

う試みていると見受けられた。

第２筋「法と進化心理学」の可能性

前節で述べた，「進化生物学とその近年のめざましい発展」をもってみれば，

一定の疑義は呈されてはいるものの，「法とjl1j化心理学」の新たな可能性として

は以下がすでにIﾘ1白となっている。例えば，前節．（１）「`1枚カード問題」で示
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「法と進化生物学」・「法と進化心理学」序論（２）（ｷﾞ【１１１１）

したとおり，ルールに対する「F1切り者検知」の知能が，ヒトでは特に進化した

と考えられるのであるならば，その進化的基樅は，人頬社会における「法」・法

制度の,成立と，その受容，｝Ａ１知ilM(底と施行（ellfol℃omcnt）に際しては，非常に

行利に（プラスに）働いたと考えることができる。換言すれば，ヒトの法の法源

の一部を，進化心lIl1学で実証されたヒトの進化的基樅に求めることは十分に可能

であろう。

第３節「法と進化心理学」の使命と限界

すでに第２章・第３筋で，「法と進化生物学」のⅢi命と限界について述べたが，

その枠組みは，基本的に「法と進化心理学」にもあてはまる。すなわち，「法と

進化心理学」の使命も，法の「法源」の大きな一つは，「過去約700万年のヒト

の生物としての進化的基盤」にあり，「法源」の''１来言われてきたよりもより多

くが「ヒトの進化的基盤」に求められるを実証することにある。その限界として

は，本第１部・策］章・第３節．（１）の図ｌのとおり，「法・法律」（集合Ａ）

と，本稿の「(ヒトの）法」の定義内容（集合Ｂ）は，一致しない。したがって，

｢法・法律」と呼ばれるものの内、新たな「ヒトの法」の定義の範lIHから除かれ

る部分については，「法と進化心1111学」の手法を持ってしても，論証を試みるこ

とはしない。詳細は，第２部・第２章に譲る。

第４章「法と進化生物学」・「法と進化Ml1学」・「法と行動遺伝学」

第１節「法と進化生物学｣･｢"〈と進化心理学｣･｢"〈と行勁遺伝学｣三者の相互関係

「法と進化生物学:」・「法と進化心lII1学」・「法とhMijljfl伝学」三者の村1互関係は，

端的に言えば次のようになる。

既述の通り，進化生物学はダーウィンの基礎I】M論の上に，例示的には１９７０年

代前後のハミルトン，トリヴァーズの理論的構築を得て発展した学'１１１である。進

化心111学は，その進化生物学の)A樅の上に，いわば「新たな城」をiWii簗しようと

いう試みであり，進化と人|M1行動が，進化生物学と同様に，ヒトの生物としての
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進化的基雛に』Aづき，いかなる「心1111」を進化させてきたことが進化｢,(]に有利だ

ったのか，を究'ﾘ)しようとしている。その意味で，進化生物学・進化心'1M学のｉｉ１１ｉ

者は，ヒトの生物としての７００万年の進化的基盤に基づき，進化と人'''１行動．心

理の関係を解IﾘＩしよう，という点において戦略を同じくする。換言すれば，この

２つの学'１Mは，第３章・第１筋（３）に前述した「ティンバーゲンの四つのなぜ」

のうち，至近要因に強い関心を寄せつつも，究極要因を究'ﾘＩしよう，という強い

'１１題関心が存在する。

これに対して，行動遺伝学は，本章・第３節，特に（２）の（a）でも後述す

るとおり，究極要因に関心がないわけではないが，それよりも至近要因に強烈な

関心の焦点を【|:'てている。ilil潔に言えば，近年の行動遺伝学の11,心的llI題関心は，

<遺伝子によって櫛築された生物Ⅲ体の生'M1的メカニズムが，その('81体の（,II4li

前も含めて)，111生後の環境の影響を受けつつ，’'1互の作用として「6,|発的

(emergenic)」にいかなる行動をｌｌｉみⅡ}すのか〉にある。換言すれば，その敢点

は，（進化を意識するとしても，その）至近要lK1にあり，究極要因にはほとんど

ない。まさに，ティンバーゲンの「４つのなぜ」の「至近要囚」のうち以下の二

点に関心を絞っているのが行勅jH伝学なのである：

1．至近要１１１：その行動を直接ﾘ|き起こす生理的メカニズム。（心EI1的，

社会的メカニズムにすら関心をほとんど示さない｡）

2．発達要Ikl：その行動はどのようにして習得されていくか。（この典型

が，行動遺伝学の!|'でも，後述する双生児研究の手法である｡）

となると，「法と進化生物学」・「法と進化心理学」・「法と行動遺伝学」の扣互

関係は，次のよう言える。

本稿冒頭に提示したとおり，「法源」の大きな一つは，「過去約700万年のヒト

の生物としての進化的鎚撒」にあり，「ヒトの」法の定義を，「生物としての動物

の一例としてのヒトの，進化に雄盤を持つ，広範ＩＨＩで，かつ成文律・不文『'1を'１１１

わない，ルール・行為規範であり，違反した場合に何らかのIlj11裁を伴うもの」と
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「法と進化１１物ﾋﾞｹﾞ:」・「法と進化心理学」序論（２）（mlI1）

している。である以上，前者の論証と，後者の妥当lliは，まずは，「法と進化！ｋ

物学」・「法と進化生物学」の学際的手法を111い，ヒトの行吻の「究極要因」とＩＨＩ

述させて論じることになる。

しかしながら同時に，行!Ⅱjll伝学は，繰り返すが，本章・第３節（２）（a）で

後述するように，ヒトが7007ｊｆｌ１の進化の過程で災樅してきた，現在保有してい

るjjR伝子群が，（環境と扣互作111を持ちつつ，６'|発的に）どのような人'１１)行動を

生み'1}すのか，その至近要ｌｋ１を解IﾘＩしてくれる期待がもてる学問である｡法を,

｢進化に)&盤を持つ［…］成文↑と'1.不文律を問わない，ルール・行為規範」と定

誕し/こ以上，遺伝子群が，それが生み出す人間行１１ｉ１１に，一定の「ルール゛行助規

範」を与えている（可能I(|；がある）としたら，「法とjlll伝学」は，「法と行動jfl伝

学」の学際的手法を用いれば，「究極要因」から説1ﾘlできるヒトの（法の定義の

一部である）行動規範の「至近要因」を解明する可能Ｉｌｌｉを秘めている。

後述するが，今まで，学lIIWIlでは，一方では進化41i物学．進化心理学が，他力

で行lmjiIll伝学の研究が，進められており，この２つの分1'１}の協勵関係はほとんど

みられなかった。本稿では，「法」を手がかりに，「";と進化生物学」・「法と進化

心１１１１学」・「法と行動遺伝学」三者を相互に結びつけ，「"$」が発生した進化上の

究極要因と，至近要因双方の解Iﾘ1に役立てよう，という野望を持っているのであ
(113） 

る。

第２節「進化上の淘汰（選'1<）は個体の遺伝子にi1II接働く」

「"iと進化生物学」・「"iと進化心理学」・「法と行!IﾘDII伝学」の相互関係を説lﾘＩ

するために，前節では，進化Lli物学・進化心理学と，行動jfl伝学の関係を説lﾘＩし

た。本節では，これをさらに深め，これら前二者と後者は実は，学界で扱われて

いるよりも一層密接な関係にあるのだ，ということを論証したい。

（１）リチャード・ドートンス群『利己的な遺伝子」とその影響

Ricllar(lDawkills（リゾ･ヤード・ドーキンス）が1976年の著書，Ｙ加醐/ｉｓﾉ，
（111）（115） 

CeﾉＩＣ（W11訳タイトル「利己的なjfi(云子｣）で，〈selectioI，（選択）は個体のｊｈ伝
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子に直接働く〉という命題を掲げたのはあまりに有名である。この命題は，今や

主流の進化生物学者にとっては「疑似パラダイム」と呼んでもよい意味を持って

いる。これには少なくとも２つの意義がある。

第１に，ダーウィンのselection（選択）の概念は，「極の保存」に寄与するも

のでは決して無く，あくまで個体一つ一つの遺伝子に直接働き，〈その個体の遺

伝子がどれだけ残っていくか〉という議論に集約される，ということである。

((2)で後述するが，「極の保存」とは言えないまでも，“groupselectiol,'’［集団

選択・集団淘汰］の概念と妥当性を主張する，少数派のDavidWilsonの説は妥

当しない，ということになる｡）

第２に，ダーウィンが主張したselection（選択）の結果は，生物の各個体['１

の遺伝子にこそ集積している，ということである。ここに，前節で述べた，進化

生物学・進化心理学と，行動遺伝学の接点がある。進化生物学が説得力を持った

のは，遺伝子の存在すら知られず，ましてや１９５３年にJamesWatson（ジェイ

ムズ・ワトソン）とFrancisＣｌ･ick（フランシス・クリック）によりようやく発

見された，遺伝子を担うＤＮＡの二重らせん構造すら知られなかった時代から，

選択，変異，進化という概念を提唱し，その妥当性を論証できたことにある。

しかし，遺伝子を担うＤＮＡの二重らせんの発見は，ダーウィンの理論を「遺伝

子」といういわば「現場」で検証する可能性をもたらした。その研究は今も発展

途上にある。我々は，ヒト，チンパンジー，ミツバチ，ショウジョウバエ〆稲，

その他多くの生物のゲノム解読を完了させているが，ゲノム上の遺伝子とその機

能の解明は，日進)１歩とはいえ，まだまだ「日藤れて道還し」である。とはいえ，

選択の結果が，生物個体Ｉｌｌの遺伝子に集積しているのは間違いない。そしてその

遺伝子自体と機能の解|ﾘlは，進化生物学・進化心理学が（おもに究極要因につい

て）解明しようと尽力してきた，ヒトの行動の至近要因の解明にも直接．|M1接に

迎結する。ドーキンスの主張は，こうして，進化生物学・進化心理学・行動遺伝

学の距離を一気に縮めることになった，というのが筆者の見解である（そのこと

が，研究成果として結実するのにはまだまだ何十年もかかろうとも，距離を縮め

たのは間違いない)。
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（２）Iilli論少数説としての「groupselection＝架けliMl汰（選択）説」（ディヴ

ィッド．Ｓ・ウィルソン）

ドーキンスのく疑似パラダイム〉に対して，真っ向から論争を挑んでいるのが，

StateUniversityofNowYork,Billghamtoll（略称：BinghamtonUnive1･sity，

アメリカ・ニュー・ヨーク州),DCI)al･tmentofBiologicalScienccs（Joilltap‐

I)oilltmentwithAnthrol)ology）のProfcss()ｒである，Davi(ISloanWilHol】
（116） 

(ディヴィッド・スローン・ウィノレソン）教授である。

彼は，ドーキンスのくsolcctjol，（選択）は1A１体の遺伝子に直接働くので，一定

の９，.oul）（集団）が主体として選択されることはない〉という節に異議を01}え，
（117） 

grolll)selection（集団透１１(）論，よ})正確にはmulti-Ievclselection論を提ＤＩＩし

ている。少数説ながら，注{Ｉしておきたい。

(56）文献は枚挙にいとまがないが，さしあたりi'1〃(ｍ(〕te64（Ｍ１)or})ack),I)p・xvi-xvii,21-22,

109,265,302-306,351-367を参!（(。

(57）たとえば，カレドニア・カラスが鉤状に自ら仕上げた技を川いて，餌をとる行動を報〈';しノー

（I`willIIunl他の著名な論文，IIunt`(llmndGray,I(J)．（2001).ThecraftiIlgofhookt()ｏｌｓ

ｌ)ywilqlNewQB1edonillncl･()ＷＳ．ｌ)rocee(ｌｉｌ１ｇｓｏｆＩ１ｌｅｌ<oyalSocioty，LondonB（suppl.）２７１， 

S88S90等を参照。（ちなみに，鉤伏にI］ら仕上げﾉｰ迦ｌＬの使川I』，ヒト以外では，カレドニア・

カラスによるものしか現時点までで１１発見されていない｡）IIuI〕ｌによる他の研究論文一覧は，

）lttI)://language.I)syaucklnllllac.､z/clDws/gaviかhoII1o-l)age｣ｌｌｍを参照（前１１１の論文もこのサ

イトでｐｄｆファイルを見ることができる).

(58）例えば，ClilYbrd（ICC此Ｚ,７ルノ'1(eﾉｿ〕'rmtiollO/ＣＩＭ(lurcs,IlnsicBooks,1977や，ｌｉｉ１ｃ<

CliIlnoTdGeertz,ＬＯＣ(ＭＫ'1(〕'''１ｍｇCfハイr(AC「ＥｓｓａｙｓノノIノノlfc'prc(（１）FA〃(hrOpoﾉogy,Basicl3ooks，

l985等を参照。

(59）〃lﾉｱｎｎｏｔｅ７２,Ｗ､ＣＭｃＯｒｅｗによるl〕【川136-437の．CuItu1℃IIllsEscapcdfrolnAnthropo卜

ogy"の項目を特に参照されたい。

(60）例えば,Ｉ)anSpcrbor,ﾉﾘIｌ)ノロi'1i"ｇ【wlllUrefα'1allイパllis(icnﾉ)ﾉ)ﾉｰｏａｃｈ,Ｂ]ackwell，１９９６を参

照。佐倉銃「遺伝子ｖｓミーノ､－教育・環境・民族対立」腐済堂Ⅱ１版，2001年も参考になる。

(61）第３節（２）（a）注２１の総文典の細介で本文に挙げﾉｰとおり，一例を挙げれば，IlcIwik

lIoIH1l-Olcsenの般終・第９騎文(』「文化の定義を（たとえば(low(MIIのように「iH伝子に依らな

い，Ｗ慣の広がり」と）１Ｍ作する」という試みが紹介されている、また，ノ,WmoteOIpCAiノル

ノ)α'lzPeC【』l(Ilrcs,1991の全船も参IRl。

(62）なお，「文化」の用語の使川法について，やや傾向(j異なるが，新ﾉｰな文献として，以下の符
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作にも注目されﾉｰい：RobertAullge】.（e(1.),、α'Tuj'li2illgc【ｲﾉt1lrp：lAes(α（!(so/,)ＩＣ,,leticsdsu

scicllcc,OxfordUniversityPress,2000．（iU訳は，ロパート・アンジェ編／佐倉銃ほか訳「ダー

ウィン文化論：科学としてのミーム」産業図書，2001年｡）

(63）やや|(1い文献では，RicharuIWwmghamal1dI)alePeterson,此"１０"ｉｃｍａｌＦｓｆａﾉ)@sα,ｉｄｔｈｅ

ｏｒｊｇｉｌｌｓｑ/ハI""α'llloughtonMilIIill､1996．和訳はリチャード・ランガム，テイル・ピーターソ

ン／111下篤子（訳）『ﾘ)の凶暴性はどこからきたか」三田出版会，1998年。最新の文献では，

Ｉ(ic}ｌａｌ･dWrang)Ｍ１、,Ｃａｆｃﾉii'ｌｇＦｉﾊﾟｒ〃OluCooAi"９Ａ化泓Ｐ〔ﾉＳＨﾉｲ"l(lﾉu,BasicBooks,2009．ギ[]訳

はリチャード･ランガム／依田卓巳（訳）「火の賜物－ヒトは科FMで進化した』エヌナィティ出

版，２０１０年がある。

(61）Ricllal･dWrang}lam,W.C.Ｍｃ(1｢ｅｗ,ＦｒａｎｓＢ.Ｍ(leWaal,Ｉ，aulIIeltne（e〔１s.),CAi"ｉｐａル

zeeCllltr（res,Hawar(1UniversityＩ〕ress,１９９４（har(IC〔)Ver)，１９９６（rel)rinted,paI)crback).和訳

はされていないようである。

(65）ルノ(ﾉ.,ｐＰＸＸＩＩ－ＸＸＩＩＬ

(66）なお，FransI)oWaal,ＴﾉｉｅＡﾉﾉｅｑ'1(ｌｒＡｃＳＩｌｓﾉiiMqsに（PenguinPressSciencc),l>enguin

BooksLtd;NewediIion,２００２（「Ⅱ訳：フランス・ドウ・ヴアール（箸)，西田利貞・轆井留美

（訳）「サルとすし職人一「文化」と動物の行動学」原書房，2002年）では，全欝を通じて，ド

ゥ・ヴァールはさらに－歩踏み込んで，地域差というコンテクストのみならず，従来はヒトについ

てのみ使われてき/こ"culture”（どI〕らかというと`･civilizatiolT'すなわち「文明｣）に近い意味で，

culture／文化という川誘を用いている，

(67）Ｓｌｕｐ'ｎｎｏｔｃ６４,I)l).1-2． 

(68）今西錦司編「ljjIlライブラリー人間」毎日新１１Ｉ社，1952年の['1で，第二章「人IMI性の進化」

（この章の執筆者が今西であることについては。同{Ｉ１，２１８頁に明記されている）の36-91頁を割

いて，今西は，軽妙酒脱な文体と，「進化論者」「人ＩＭＩ」「さる」「はち」という語り手を登場させ，

座談会で大いに語らせるという場Iiii設定で，当時の'１本譜の「文化」の用語法にも十分別意しつつ，

あえて「文化」で１Jなく「カルチュア」（その語源は発音からしてもIﾘ1らかに英語のcultureであ

る）という用語をYfj9させて（37-3811)，人間以外の動物にも「カルチュア」が存在することを，

１１頭（38-39頁）では祷干の疑義を呈しながらも，「座談会」の半ばから後半では，もはや自明の

前提として受け入れつつ（４２頁、４４頁の「さる｣，４４頁の「人間」の発言や，４６頁の「進化論者」

の言辞は鯉長類他のほ乳願に「カルチュア」を認める方向であるし，さらには50頁の「進化論者」

の発言は，ハチにも「カルチュア」を認める可能性を示唆するなど，５７両あたりまでを割いて)，

論を進めている。くしくも,本拙論が，第１部・第１章・第３節（２）「動物（特に社会性動物）に

おける「法」の存在」でとりあげﾉﾆ２つの事例，「霊長類」と「ミツバチ」と，今西が，まだ

ＤＮＡの二重らせん|川造が発見されてもおらず，今西自身も遺伝学にはまだまだ多大な課題が残さ

れていることを強く意識している（ﾉｰとえば39両参照）時期である1952年に座談会に登場させた

動物「ざる」と「はち」が一致しているのは，この二つの動物が「進化」を論じる上で注[Iするに

足りる生物であることを論証するかのようで，興味深い。（ＤＮＡの二砿らせん構造発見を報告す

る論文が，翌1953年の，Watsoルリ｣).ａＩ１ｄＣ１･icklaIL().,"AStructllreforDeoxyriboseNucleic

ACid,',/Wtulで17],737-738（Apri125,1953）であることは言うを待たない｡）

(69）Slupr(JJ1ole61,1)l).263-26A（doWaalの執薙部分｡）
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(70）化i(ﾉ.,ｐｐ､405-411の普者紹介の一覧を参照されたい。

(71）んβunoIe72,ｐｐ､601-606の普者一覧を参照。

(72）ＦｒａｎｓＢＭ・ｄｅＷａａｌａｎｄｌＤｃｔｏｒｌ上Tyack（eds・ルＷ'Ｍｌｓｏｃｉ(!此ｏｍｐｌｅｴｉｌ>'：i"tcUige'1c２，

ｃｍ(ｔｌＪｒｅａ"dilldiuidlldﾉizedsocielies,Ｉｌａｒｗｗ(lUniversitvI>ress,2003． 

(73）１６Ｍ,ｐ､xiii． 

(74）ＩＭｆ,pp369-373． 

(75）1111に，肋Ｍ,マッコウクジラがｐ､372,ムクドリ，ホシムクドリがＩ).373．

(76）化i(ﾉ.,pp374-387．

(77）化Ⅲ.,ｐｐ.`119-439．

(78）ＪＩＭ.,ｐｐ､436-437． 

(79）ノ6Ｍ,ｐｐ.`Ｍ`1-464,Gs!)eciallyl)ｐ453-45`I．

(80）〃kﾉ.,ｐｐ.`170-492,cspeciallypp､490-492．

(81）論文の体栽は取っていないが，さしあﾉｰり，趣長瀬研究の専門家である松沢哲郎教授の『おか

あさんになったアイ：チンパンジーの親子と文化」講談社（学術文噸)．２００６年，「第２章野生

チンパンジーの暮らし」95-156頁のうち，「チンパンジーの教育」について論じた142-156頁，特

に149-150頁を参照。

(82）まず，「伝播するプロセス」の分析について，同前，’3311.次に，拡散・伝播の調査につい

て，同iiii，133-141頁，特に139-140頁の具体例に注目。

(83）性選択の強調により，進化生物学においては，Ｉ:I然選択と性選択が，いわば「車の両輪」であ

るかのような外観を呈しているが，正確には，性選|}(も，あくまで自然選択の－１Kである，とされ

ていることを付言しておく。なお．次項（２）６参照。

(81）長谷川眞理子「ダーウィンの性淘汰の理論とヒトの本性｣，長谷lllUr理子・三[１J信宏・矢原徹

一「現代によみがえるダーウィン」文一総合出版，1999年，213-258頁所収も参照。

(85）長谷111寿一・長谷川填理子「進化と人１１１１行動」ｉｌｉ京大学Ⅱ1版会，2000年，200-201頁に拠れば，

Fishel､,Ｒ､Ａ､,WlcCellefic(ll7VuG〔)'ツQ/MJtllrnlSelcaio",Clarendonl)1℃ss,Oxford,１９３０による。

(86）同前，199-200頁に拠れば，ZallaviA,輿Mateselection:aselectioIlforahal1dicap,"<１７ﾉie‐

olxBio/、（1975）５３:205-214による。

(87）１局]前，198-199頁に拠れば，AIlderssol１．Ｍ.,"FomaleclloiceseleclsforexIremetaillength

inawindowbird,"MItllre（1982）299;818-820による。

(88）同前，196-197頁に拠れば，Ｐ〔ＷｋｅｒＧＡ,倒SI)elmcompCtitionandtheevoIutionofal1imaI

matingstrategyie宮,”in:ＲＬＳｍｉｔｈ（c(1),Spe'''1ＣＯ'Jlpe(ilio'u(u'1ｲﾉ（ｈｅﾑﾙomZiollq/Ａ"ｉｎ、ノ

Mzfi"gSystclJls,AcademicPrcsFB,Orlando,1984,1〕p､１－６０による。

(89）この３点は，拙論「第７章法とは何か」拙編:Ｈｆ「法と沮伝学」法政大学１１１版局，2005年，

191-192頁にもlW111iに解説してある〕

(90）lii]前，192-199頁にその重要ＩＩＬを指摘して，論じておいた。

(91）Ratnieks＆Wenseleers,“AItruismil1insectsocieticsandID0yond：voluntarVoren‐ 

ｆｏｌ℃e〔I?",ＴＲＥＥ２３（200981几15-52

(92）Ｍ・KimurIl,“EvolutionarYRateatthcMoIecula】･Leve],，WnfI"②（1968),217:624-26.本論

文はｉｎ雑な欄分の数式や，log関数を用いるなど，非学な証者の完全なUIM解の及ぶところではない
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が，後注・９１の径塚監修の「遺伝のしくみ」180頁のやや詳しい解説からも（淘汰論と１１１立論が両

立するか，対立するかの論点はさておき)，その要旨は理解しているつもりである。

(93）齋藤成也『自然淘汰論から中立進化論へ一巡化学のパラダイム転換」Ｎ'1,Ｔ出版，2009年。

(91）専門家ではなく，一般的な読者向けの入門轡には，ダーウィンの「淘汰税」と木村の「中立

説」は両立するものとして納介されている。たとえば，比較的新しい文献でも，径塚淳子監修「遺

伝のしくみ－「メンデルの法IllI」からヒトゲノム・遺伝子摘縦まで』新lillIl版社，2008年では，

「ダーウィンの自然淘汰説は［…］今でも進化を説明するもっとも而力な学説である」（130頁）と

しつつ，１３８面で簡単に，そしてＩ８０ｒｉではやや詳しく，木村の「['1立説」を解説し，「1968年，

「ネイチャー」誌に掲載された『分子進化の中立説」は世界中で大論争を巻き起こした。特にダー

ウィンの母【｣Jであるイギリスでは，自然淘汰説を否定する税として『地獄の悪服」にたとえられた

という｡」と述べ，その後の木村の研究Mt巣の発表を細介した上で，「現在は，自然淘汰にかからな

い中立的な変異の存在も認められている億」と結んで，（いずれも180頁)，両者が両立する説であ

るとの立場を取っている。監修者の経塚淳子氏は，東京大学大学院農学生命科学研究科iｉｔ教授

（2008年当時）である。

(95）このように訳出されるが，実際の発音はトリヴァー「ズ」であることは記しておきたい。

(96）この例については‘すで拙論，「法と進化生物学・法と進化心理学序説一主に日本の家族

法を事例として：離蛎蛎後扶養義務・貞操義務・法定相続分・父子関係，視野内外の相手の行動，

そして『エレベーターのジレンマ」－－」「法学志林」１０７巻３号，（横書き部分）1-41頁のうち，

3-10頁に詳しく論じておいた。

(97）以下は，おおむね，長谷川・長谷)|’（前掲・注85)，172-174頁に拠った。

(98）前注の長谷川・長谷川，］72頁に拠れば，この縞文は，CosluDidcs,Ｌ,"T11elogicofsoCinlcx‐

change:IlasnaturalselcctionsI1apedhowｈｕｍａｎ1℃ason?”ｉｎ:ＣＯg'liiio'１（1989),３１：187-276 

である。

(99）筆者・fUIllは，以下の機会にRol)ertTrivcrsと$M交があったことを付言しておく：序章・注

（15）のGrutel･Institute主催の合宿形態の30人程1瓦の小規模の学会と，II1IIIMmBehaviorand

EvolutionSociety（HBIiS）学会の2002年度（Triversの所風するRutgers大学にて主催)，お

よびIIawM〔lUniversityでの2002-03の筆者の在外研究時にhostprofessorとなってくださった

Davidllaigの研究室においてである（T】･ivers教授は親友であるllaig教授の研究室をを頻繁に訪

れた)。

(100）長谷)||・長谷ｌｌｌ（Iiij褐・注85)，１７３頁の図８２の問題（c）（｡）を参照されたい。

(101）同前．１７４頁による。

(102）命劉の原文は，“Ifapreviousemployeegetsapensio】〕fromalil･IHI,thenthatl)erson

musthavowo1･kedforthelirmfoTatIeasttenyCars/,論文は：oerdGigerel1zerandKlaus

Hug,``DomniかSpeciIicRcasonil1g:SocialConIlncts,CI1eaIing,andPerspectiveChangeD，，Ｃｂｇ－

’liliolD,４３（1992),127-171．（長谷川・長谷川・同iilj，１７４頁に同研究の簡111な$【l介があり，参照し

たが，１７１１頁および２７７頁に，最初の普者名が``(}igerentzerD.さらに譲文発表年度が"1995厩となっ

ているのは誤りと思われる｡）

(103）長谷川・長谷111．同iliI，l74rIによる。この納果は，長谷川寿一・平石界「進化心IH1学から

みた心の発生」渡辺茂縄著『心の比絞狙知科学」ミネルヴァ脅呵，2000年に発表されている。
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「法と進化生物学」・「法と進化心理学」序論（２）（il1Hl）

(１０`l）なお，この「`1枚カード'1111m」Ｉｉ１その後，さらに発展しﾉｰ実験がなされた。桔論からⅢiⅡｉ

に述べると，「裏切り者検知」以外にも，ヒトの心Fl1メカニズムには，いくつかの傑出した検jUlliE

力がⅡ＃わっていることがAll簾される！というものであるが’詳細は餅'１愛する。

(105）同学会のウェプサイト，llttl)://ｗｗｗ.'】bescom/を参照。

(106）IIL（１）://ｗｗｗ・hbescom/coXllereIIcc/p【1【/conlc1℃nco-2LI)(lfの２００９fI§度の同学会のプログラム，

Ｉ).１８の概要参照。この概獲では明硫ではないが，StearIls教授は，この全体会議の発袈の【|】で，

暖義を明言していた。

(107）ｉiii注の同学会のプ1,グラム''１，１)ages31,35,63,70,79等の発炎でこうした傾向が見られた。

（派者・fllIIlは実藤に彼女の口耐発喪を聴いた｡）

(108）本文後述のようにオランダ生まれ，iIi式名はＭｋｏｌＭｓ，liillbergeIlであり，「二コ」はimliKo

オランダ語読みではニコラース・ティンベルヘン。オランダのテン・ハーグ生まれで，ノーベル経

済学１tの初代の受11(者，ヤン・ティンパーゲンの弟としても知られる。1955年にイギリスのTIi民

樅を取得しているためもあり，名前は英語読みされる。

(109）以下の叙述(i,初学者向けのiIIではあるが，分かりやすさを優先させて，長谷川淀IH1子１.生

き物をめぐる４つの「なぜ｣」１１１災社．2002年，５頁におおむね従った。

(110）以上，直接；1用ではないが，同ｉｉｒＬ同頁。［］内はjiI者が補った。

(111）前掲・注（106）のIlBES2009のプログラム：IIL（１）:ﾉﾉｗｗｗ｣11〕es・CCI､/coJIfcl･ence/I)【lf/ＣＯル

「erCnco-21I)｡ｆより，ｐ､３５参肌。

(112）不正確であることを恐れる。特にこの学会に参加した潴問のご牧示を:/iいたい。

(】13）これに対して，「iili輪(1)」として，第１部・第５嗽でとりあげる「法と脳科学・神縦科学」

は，〈in伝子→遺伝子により形作られる生理的メカニズムとしての脳→脳により指令を受けて惹起

されるヒトの行動〉という'&図の〔|】では，〈より至近要因に近い脳の活助が！法といかにIHIわって

いるか〉を解明しよう，という野望につながっている＄といえる。

(114）RichardDawkiJ1s,Wlcsc"isハｇｃﾉIC,ＮｅｗＹｏ１．ｋ：Oxlor〔lUlDiversitvl，ress,1976がIJI飯で

ある。その後，Ｎｅｗｃ(lilio1lが．OxfordUJliver3ityPrcss,1989として，さらに"30thallnivel･‐

sarvcdition"が、Oxfor(lUnivcrsityPress,２００６として111されている。

(115）当初，「生物＝生存機械論：利己主義と利他主義の生物学」との炎題で，リチ１．－１$・ドート

ンス（箸)，日高散陵ほか訳，ｉ[1伊図lR譜店11980年にiiI<111ざれ/こことはよく知られている。

その後，1991年になって,ようやく，原題の直訳，『利己的なj､伝子」のタイトルで，リチャー

ド・ドーキンス（藩)，［liWi敬隆ほか訳で，紀伊副厘諏店から1991年に１１１版ざれﾉー（その他の訳

者：岸(h二，羽田節子，垂水雄二)。

また，２００６年には，１１N;>i:３０川年記念版の翻訳として．リチィード・ドーキンス（箸)，日商敏

陛ほか訳『利己的な適伝子.ljiIMiWi装版，紀伊国屋(!;店が１１１版されている（その他の訳者は上述と

同じ)。

(116）現職のBinglMmltonUnivorsiLy（ニュー・ヨーク川）における，リンク先に研究莱緬もある’

１)avi(lSloanWilson教授のホームベージは：http;//cvolutioJl｣)illghamtoxl､edu/dswilsoll／

(117）さしあたり，Wilson,]).Ｓ・ａ】)(1Ｌ八・]〕'】gatkin1"()1℃111)5clectionan〔lassortativoinLerac、

tiolIs/'八"lcricQll'2(Jtl"vllistl`1９（1997):336-351を参照。全文を以下のウェプサイトで眺める：

ｌ】ttl)://cvolution,bil】g]】amto1〕・cdu/(Iswilsolu/resou】･ces/publicali〔)】)ｓＩ･esources/DSW24.I)【l『
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